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第 ６ 回 第 １ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  令和６年６月１７日（月）午前１０時００分 

 

場      所  津市上下水道庁舎 ２階 大会議室 

 

出 席 部 会 委 員   1小澤 哲男・ 2川邊 千秋・ 3下井 弘・ 5若林 卓哉 

 8喜多 義幸・ 9竹尾 泰 ・10田中 茂人・11清水 喜代己 

12平松 崇己・13横山 光次・19太田 義政・21坂野 大徹 

                                  以上１２名 

 

欠 席 委 員   4田村 明・23水谷 隆 

 

出席部会員外委員   

 

議      長  第１農地部会長 太田 義政 

 

事 務 局 職 員  野村事務局長・加賀次長・和田主査 

 

総 合 支 所  河芸：本郷副主幹 芸濃：柴田担当副主幹 美里：向出主査 

          安濃：江副主査 香良洲：中山担当主幹 

 

議 事 録 署 名 者   1小澤 哲男・11清水 喜代己 

 

事      項 

 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について 

 報告第３号 時効取得による所有権の移転について 

 報告第４号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

 報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

 報告第６号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（賃貸借権） 

 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（賃貸借権） 

 議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可取消願について（所有権移転） 

 議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権） 

 議案第７号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借） 

 議案第８号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（地上権） 

 議案第９号 非農地証明願について 

 議案第１０号 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和 4年法律第５６号） 

        附則第５条の規定による農用地利用集積計画の決定について<別冊> 

 議案第１１号 農地中間管理事業の推進に関する法律 第１８条第３項の規定による意見 
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        書の提出について（賃貸借権、使用貸借）<別冊> 

 

議   事   の   大   要 

 

 

議  長   それでは第６回第１農地部会を開催させていただきます。 

       本日の欠席者は４番 田村 明委員と２３番 水谷 隆委員の２名で、出席委員

は１２名です。 

       それでは、議事録署名者を私の方から指名させていただきます。 

       １番 小澤 哲男委員、１１番 清水 喜代己委員、よろしくお願いします。 

       それでは初めに、会長専決の報告事項に入ります。 

       事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   まず、議案を説明させていただく前に、恐れ入りますが、議案書の訂正をお願 

      いいたします。 

 

       １５ページ 議案第１号 番号６をご覧ください。 

       この案件につきまして、取下げ願いが提出されましたので、削除をお願いいた 

      します。 

       また、この削除に伴い、１６ページの下の合計欄について、合計１８筆を１６筆

に、計１２，２２０㎡を１０，２３２㎡に、そして田１０，０３１㎡を８，０４３

㎡に訂正をお願いします。 

 

       つづきまして、１８ページ 議案第３号 番号３、番号４をご覧ください。 

       この案件につきまして、取下げ願いが提出されましたので、削除をお願いいたし

ます。 

       また、この削除に伴い、１８ページの下の合計欄について、合計８筆を６筆に、

計２，７６５㎡を１，４８３㎡に、そして田１，２４６㎡を６０９㎡に、畑１，５

１９㎡を８７４㎡に訂正をお願いします。 

 

       つづきまして、２１ページ 議案第５号 番号９をご覧ください。 

       この案件の転用目的について、「駐車場兼資材置場用地」を、「駐車場用地」に訂

正をお願いします。 

       訂正は以上になります。 

 

       それでは、議案書の１ページから２ページをお願いいたします。 

       報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございます。  

       番号１から４で、件数は４件、合計面積は９，７１０㎡で、その内訳は田が９，

２０９㎡、畑が５０１㎡でございます。 

       これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸人、借人、双方の合意により解約し

たものであります。 

 

       ３ページから１０ページをお願いいたします。 

       報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について、でございます。 

       番号１から１６で、件数は１６件、合計面積は６６，０２７．１３㎡で、その内 
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      訳は田が５８，１５６．１３㎡、畑が７，８７１㎡でございます。 

       これらにつきましては、相続の届出でございます。 

       なお、現況地目が農地以外になっているところは、無断転用の可能性があります 

      ので、届出人に対して指導しております。 

 

       １１ページをお願いします。 

       報告第３号 時効取得による所有権の移転について、でございます。 

       番号１ 権利者     、申請地は畑で、取得年月日は平成１１年１２月５日

でございます。 

       番号２ 権利者     、申請地は畑で、取得年月日は平成１１年１２月５日

でございます。 

       番号３ 権利者     、申請地は畑で、取得年月日は平成１１年１２月５日

でございます。 

       番号４ 権利者     、申請地は畑で、取得年月日は平成１１年１２月５日

でございます。 

 

       以上、件数は４件、合計面積は４２０㎡で、すべて畑でございます。 

       この案件につきましては、権利者は当該土地を２０年以上にわたり自己の所有地

として維持管理しており、取得時効が成立しています。 

 

       １２ページをお願いいたします。 

       報告第４号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について、でございま

す。  

       番号１ 一般個人住宅用地 

       番号２ 貸駐車場用地 

       以上、件数は２件、合計面積は１，２４０㎡、その内訳は田が６７４㎡、畑が５

６６㎡でございます。 

 

       １３ページをお願いいたします。 

       報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移 

      転）、でございます。 

       番号１ 一般個人住宅用地 

       番号２ 共同住宅用地 

       番号３ 駐車場用地 

       番号４ 事務所用地 

       以上、件数は４件、合計面積は２，２０４㎡で、その内訳は田が２，０３３㎡、

畑が１７１㎡でございます。 

 

       １４ページをお願いします。 

       報告第６号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（賃貸借権）、

でございます。 

       番号１ 駐車場用地 

       以上、件数は１件、合計面積は３９９㎡で、すべて畑でございます。 

       報告案件は以上です。 
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議  長   それでは、議案事項に入ります。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について、（所有権移転）、事務 

      局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、１５ページをお願いします。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）、で 

      ございます。 

       番号１、地区 高茶屋、申請地 高茶屋小森町北端    、登記地目・現況

地目とも田、面積 ８８４㎡、受人     、面積 ６，３０９㎡、渡人   

         。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、相手方の要望のためです。 

  

       番号２、地区 高茶屋、申請地 高茶屋小森町北端    、登記地目・現況地

目とも田、面積 ９７０㎡、受人     、面積 ６，３０９㎡、渡人     

       。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、相手方の要望のためです。 

  

       番号３、地区 櫛形、申請地 安東町木若    、登記地目・現況地目とも 

      畑、面積 １７０㎡、受人     、面積 ０㎡、渡人     。 

       譲受理由は、新規営農のため、譲渡理由は、相手方の要望のためです。 

  

       番号４、地区 栗真、申請地 栗真小川町西浦    、登記地目・現況地目と

も田、面積 ３０７㎡ 外２筆、合計面積 １，０６３㎡、受人     、面積 

９，９２５㎡、渡人      外１名。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、高齢化による労力不足のためです。 

  

       番号５、地区 白塚、申請地 白塚町奥起    、登記地目・現況地目とも畑、

面積 １９８㎡、受人     、面積 ０㎡、渡人     。 

       譲受理由は、新規営農のため、譲渡理由は、高齢化による労力不足のためです。 

  

       １６ページをお願いします。 

       番号７、地区 上野、申請地 河芸町久知野松尾    、登記地目・現況地目

とも畑、面積 ８５㎡ 外２筆、合計面積 ７９２㎡、受人     、面積 １

７，５９６㎡、渡人     。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、高齢化による労力不足のためです。 

  

       番号８、地区 明合、申請地 安濃町粟加粟加上    、登記地目・現況地目

とも田、面積 １，３８１㎡、受人     、面積 ５０７，５２２．９９㎡、

渡人     。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、高齢化による労力不足のためです。 

 

       番号９、地区 明合、申請地 安濃町粟加粟加下    、登記地目・現況地目

とも田、面積 １，３００㎡、受人     、面積 ５０７，５２２．９９㎡、

渡人     。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、高齢化による労力不足のためです。 
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       番号１０、地区 村主、申請地 安濃町神田東裏    、登記地目・現況地目

とも畑、面積 １，２０９㎡、受人     、面積 ０㎡、渡人     。 

       譲受理由は、新規営農のため、譲渡理由は、高齢化による労力不足のためです。 

  

       番号１１、地区 長野、申請地 美里町南長野中村    、登記地目・現況地

目とも畑、面積 １２３㎡ 外２筆、合計面積 ２，２６５㎡、受人     、

面積 １１，８０８㎡、渡人     。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、経営規模の縮小のためです。 

  

       以上、件数は１０件、面積は１０，２３２㎡で、このうち田が８，０４３㎡、畑

が２，１８９㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、地域の

調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを

満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

       番号１、番号２ 地区 高茶屋、お願いします。 

 

下井委員   ３番下井です。これらの案件は先般、推進委員と事務局と現地確認しまして特に

問題ないということです。よろしくお願いします。 

 

議  長   番号３、地区 櫛形、お願いします。 

 

小澤委員   １番小澤です。この案件に関しまして問題ありませんので、よろしくお願いいた

します。 

 

議  長   番号４、地区 栗真、お願いします。 

 

坂野委員   ２１番坂野です。地元推進委員と確認しましたが、問題ないということでよろし 

      くお願いします。 

 

議  長   番号５、地区 白塚、お願いします。 

 

事 務 局   事務局ですけど、田村委員から現地確認の結果、特に問題ない旨の連絡を受けて 

      おりますので報告いたします。 

 

議  長   番号７、地区 上野、お願いします。 

 

喜多委員   ８番喜多です。事務局の説明通り何ら問題ございません。よろしくお願いしま 

      す。 

 

議  長   番号８、番号９ 地区 明合、お願いします。 
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平松委員   １２番平松です。    さんがするということで、特に問題ないと思います。

よろしくお願いします。 

 

議  長   番号１０、地区 村主、お願いします。 

 

横山委員   １３番横山です。推進委員さんと事務局と現地確認させていただきました。自宅

と隣接した場所でした。利便性も良く、何も問題ないということでよろしくお願い

します。 

 

議  長   番号１１、地区 長野、お願いします。 

 

清水委員   １１番清水です。先般、現地を確認させていただきましたが、問題ないというこ

とでよろしくお願いします。 

 

議  長   番号１から番号１１について、地元委員さんから異議のないご報告旨でございま

したが。 

       皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第１号について、許可をすることに決定いたす。 

   次に議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（賃貸借権）、事

務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １７ページをお願いします。 

       議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（賃貸借権）、でござ

います。  

       番号１、地区 一身田、申請地 一身田中野東野    、登記地目・現況地目

とも田、面積 ９８１㎡ 外１筆、合計面積 １，３３１㎡、借人     、面

積６９８，１１７㎡、貸人     。 

       借受理由は、営農拡大のため、貸渡理由は、高齢化による労力不足のためです。 

  

       以上、件数は１件で、合計面積は１，３３１㎡で、すべて田でございます。 

       いずれの案件につきましても、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、地域と

の調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべて

を満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

       番号１、地区 一身田、お願いします。 

事 務 局   事務局ですけど、田村委員から現地確認の結果、特に問題のない旨の連絡を受け 

      ておりますのでご報告いたします。 
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議  長   番号１について、地元委員さんからの報告がありました。 

       皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第２号について、許可をすることに決定いたしま

す。 

  次に議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、事務局の

説明をお願いします。 

 

事 務 局   １８ページをお願いします。 

       議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、でございま 

す。 

       番号１、地区 大里、申請地 大里睦合町多為    、登記地目 畑、現況地

目 宅地、面積 ７６㎡ 外２筆、合計面積 １９７㎡、申請者     。 

       これにつきましては、申請地を農家住宅用地とするものです。 

       昭和３０年頃から畑に住宅等を建築した旨の始末書の提出がありますことから、

これを追認しようとするものです。 

       都市計画法４３条との同時許可となります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号２、地区 高野尾、申請地 高野尾町下り町    、登記地目 畑、現況

地目 宅地、面積 ３１８㎡、申請者     。 

       これにつきましては、申請地を農家住宅用地とするものです。 

       昭和５０年３月頃から住居を建てた旨の始末書の提出がありますことから、これ

を追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号５、地区 安濃、申請地 安濃町曽根西川原    、登記地目 田、現況

地目 雑種地、面積 ６０９㎡、申請者     。 

       これにつきましては、申請地を農業用施設用地とするものです。 

       平成２４年頃から農業用施設として使用していた旨の始末書の提出がありますこ

とから、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、農用地区域内農業施設用地と判断されます。 

  

       番号６、地区 安濃、申請地 安濃町安濃下大谷    、登記地目 畑、現況

地目 山林、面積 ３５９㎡、申請者     。 

       これにつきましては、申請地を山林とするものです。 

       昭和４６年６月頃から農業の担い手がいなくなり、山林化した旨の始末書の提出

がありますことから、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       以上、件数は４件、面積は１，４８３㎡で、このうち田が６０９㎡で、畑８７４

㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても、農地法第４条第６項各号には該当しないため、許
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可要件のすべてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

       番号１、地区 大里、番号２、地区 高野尾、お願いします。 

 

若林委員   ５番若林です。現地確認しましたが何ら問題ございませんので、許可をよろしく

お願いします。 

       番号２、地区 高野尾、現地を確認しましたが問題ないので、よろしくお願いし

ます。 

 

議  長   番号５、番号６、地区 安濃、お願いします。 

 

平松委員   １２番平松です。番号５について農業施設ということで問題ないのでよろしくお

願いします。 

       ６番につきまして、昭和４０年代に山林になってしまったということで、周りも

山ばかりになっておりますので、問題ないということで、よろしくお願いします。 

 

議  長   番号１から番号６について、地元委員さんから、異議の無しということでした。 

       皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第３号について、許可をすることに決定いたしま

す。 

   次に議案第４号農地法第５条第１項の規定による許可取消願について（所有権移

転）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １９ページをお願いします。 議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許

可取消願について（所有権移転）でございます。  

       番号１、地区 辰水、申請地 美里町家所南之内    、登記地目・現況地目

とも畑、面積 ６９５㎡、受人     、渡人     。 

       この案件につきましては、令和５年１０月１７日付けにて許可を受けましたが、

隣地の畑を付け足して再申請するため、許可の取消願いが提出されております。 

       以上、件数は１件、合計面積は６９５㎡で、すべて畑でございます。 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

       番号１、地区 辰水、お願いします。 

 

清水委員   １１番清水です。この案件は令和５年１０月１７日に許可されましたが、隣地に 

土地がありまして、一旦取り消しをして、新たに、次の議案で出てきますので、よ 

ろしくお願いします。 
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議  長   番号１について、地元委員さんから、異議のない旨の発言がありました。 

       皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第４号については承認することに決定いたします。 

次に議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移転）、 

事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２０ページをお願いします。 

       議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移転）

でございます。  

       番号１、地区 大里、申請地 大里睦合町大久保    、登記地目 田、現況

地目 雑種地、面積 ２７４㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を駐車場用地とするものです。 

       １５年ほど前から耕作せず、駐車場等として使用してきた旨の始末書の提出があ

りますことから、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号２、地区 白塚、申請地 白塚町鎌田    、登記地目・現況地目とも田、

面積 ２２㎡ 外１筆、合計面積 １３７㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を調剤薬局用地とするものです。 

       都市計画法４３条との同時許可となります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号３、地区 白塚、申請地 白塚町鎌田    、登記地目・現況地目とも田、

面積 ９３２㎡ 外１筆、合計面積 １，２９２㎡、受人     、渡人    

        。 

       これにつきましては、申請地を診療所用地とするものです。 

       都市計画法４３条との同時許可となります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

                                          

       番号４、地区 櫛形、申請地 分部上頭    、登記地目・現況地目とも畑、 

      面積 １９０㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を駐車場・資材置場用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号５、地区 黒田、申請地 河芸町三行高城    、登記地目・現況地目と

も田、面積 １，１３４㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、３６６．３４㎡、パネル設置率は、３２．３％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号６、地区 椋本、申請地 芸濃町椋本出口    、登記地目・現況地目と
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も田、面積 １．０７㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を福祉施設の管理用水路用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号７、地区 辰水、申請地 美里町家所南之内    、登記地目・現況地目

とも畑、面積 ６９５㎡ 外１筆、合計面積 ８４６㎡、受人     、渡人  

          。 

       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       ２１ページをお願いします。 

       番号８、地区 辰水、申請地 美里町家所今里    、登記地目・現況地目と

も畑、面積 １，０５１㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４８０．６㎡、パネル設置率は、４１．６％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号９、地区 高宮、申請地 美里町五百野中之郷    、登記地目・現況地

目とも畑、面積 １２０㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を駐車場用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

        番号１０、地区 明合、申請地 安濃町野口平塚    、登記地目・現況 

地目とも畑、面積 ７８３㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、２７８．９９㎡、パネル設置率は、３５．６％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号１１、地区 明合、申請地 安濃町野口平塚    、登記地目・現況地目

とも畑、面積 ４１９㎡ 外１筆、合計面積 ８２８㎡、受人     、渡人  

           外１名。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、３７１．９８㎡、パネル設置率は、４４．９％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       番号１２、地区 明合、申請地 安濃町野口北興    、登記地目・現況地目

とも畑、面積 ３１９㎡ 外２筆、合計面積 １，１７５㎡、受人     、渡 

人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、２７８．９９㎡、パネル設置率は、２３．７％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       以上、件数は１２件で、面積は７８３１．０７㎡で、このうち田が３１３６．０

７㎡で畑が４，６９５㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許
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可要件のすべてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

       番号１、地区 大里、お願いします。 

 

若林委員   ５番若林です。現地確認させてもらいましたが、何ら問題ございません。よろし

くお願いします。 

 

議  長   番号２、番号３、地区 白塚、お願いします。 

 

事 務 局   事務局ですけど、２番、３番地区白塚ですが、田村委員から６月７日の現地確認 

      の結果、特に問題のない旨の連絡を受けておりますのでご報告いたします。 

 

議  長   これは私も現地確認をさせていただいております。 

   番号４、地区 櫛形、お願いします。 

 

小澤委員   １番小澤です。６月７日に現地を見てまいりました。問題ありませんのでよろし

くお願いします 

 

議  長   番号５、地区 黒田、お願いします。 

 

喜多委員   ８番喜多です。部会長、事務局と見ましたが、別に問題ありませんので、よろし

くお願いします。 

 

議  長   番号６、地区 椋本、お願いします。 

 

竹尾委員   ９番竹尾です。６月７日に推進委員の方と事務局とで現地確認をしました。この

案件につきましては、前回もっと広い隣接しておる耕地の許可をしていただいたの

であります。一部、ちょっと残っておった面積を申請したということでした。特に

問題ないということで、よろしくお願いします。 

 

議  長   番号７、番号８、地区 辰水、番号９、高宮、お願いします。 

 

清水委員   １１番清水です。この物件、議案４号で許可取り消しをされたところなんです

が、一部土地をつけて再申請されました。個人住宅用地なのですが、よろしくお

願いします。 

       ８番、これは太陽光発電用地ということで、１筆ポツンとあるようなところで、

獣害対策もされておるところでありますので、放棄地になるのやないかと思う所で、

よろしくお願いします。 

       ９番、駐車場用地ということで現地確認させていただきましたが、別に問題ない

と判断させていただきました。よろしくお願いしたいと思います。 

 

議  長   番号１０、番号１１、番号１２、地区 明合、お願いします。 
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平松委員   １２番平松です。今月も先月も    の太陽光発電が申請されていますけれど

も、次々に同じ地域でしていくということで、排水もやっておられますので、問題

ないということで、よろしくお願いします。 

 

議  長   番号１から番号１２について、地元委員さんから、異議なしということでござい

ます。皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第５号について、許可をすることに決定いたしま

す。 

   次に議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借 

      権）、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２２ページをお願いします。 

       議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権）で

ございます。 

       番号１、地区 椋本、申請地 芸濃町椋本下モ田    、登記地目 畑、現況

地目 雑種地、面積 １，１５７㎡、借人     、貸人     。 

       これにつきましては、申請地を事業車両回転回地・駐車場・資材置場用地（一時 

      転用）とするものです。 

       農地区分は、第３種農地と判断されます。 

  

       以上、件数は１件で、合計面積は１，１５７㎡で、すべて畑でございます。 

       この案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要

件のすべてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

       番号１、地区 椋本、お願いします。 

 

竹尾委員   ９番竹尾です。ちょうど    を挟んで北側に位置しています。高速道路の工

事車両がそこでＵターンをしたり、あるいは駐車場にしたり資材置き場にするとい

うことで、特に問題ないと判断いたしましたので、よろしくお願いします。 

 

議  長   番号１について、地元委員さんから、異議のない旨の発言がありました。 

       皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第６号について、許可をすることに決定いたしま

す。 

次に議案第７号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸 
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      借）、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２３ページをお願いします。 

       議案第７号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借）で

ございます。  

       番号１、地区 高宮、申請地 美里町五百野中之郷    、登記地目・現況地

目とも畑、面積 ４５３㎡、借人     、貸人     。 

       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

       以上、件数は１件で、合計面積は４５３㎡、すべて畑でございます。 

       いずれの案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許

可要件のすべてを満たしていると考えます。 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

       番号１、地区 高宮、お願いします。 

 

清水委員   １１番清水です。現地確認させていただきましたが、何ら問題ないということで、 

よろしくお願いします。 

 

議  長   番号１について、地元委員さんから、異議のない旨の発言がありました。 

       皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第７号については、許可をすることに決定いたし 

ます。 

次に議案第８号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（地上権）、 

事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２４ページをお願いします。 

       議案第８号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（地上権）でご

ざいます。  

       番号１、地区 高宮、申請地 美里町五百野外山    、登記地目・現況地目

とも田、面積 ７６０㎡ 外１筆、合計面積 ８０２㎡、受人     、渡人  

          。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル設置

面積は、３３４．５４㎡、パネル設置率は、４０％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       以上、件数は１件で、合計面積は８０２㎡で、すべて田でございます。 

       いずれの案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許

可要件のすべてを満たしていると考えます。 
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       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

       番号１、地区 高宮、お願いします。 

 

清水委員   １１番清水です。これも現地確認をさせていただきました。両側が全部太陽光に

なっておりまして、ポツンと真ん中に残っておるような場所でして、皆さんよろし

くお願いします。 

 

議  長   番号１について、地元委員さんから、異議のない旨の発言がございました。皆さ

んいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第８号について、許可をすることに決定いたしま

す。 

   次に議案第９号 非農地証明願について、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２５ページをお願いします。 

       議案第９号 非農地証明願について、でございます。 

       番号１、地区 長野、願出者     、申請地 美里町北長野朴之木谷    、

登記地目 田、現況地目 山林、面積 １，４１８㎡ 外２筆、合計面積 １，７２

８㎡。 

       これにつきまして、林齢確認写真及び平均胸高直径による林齢表により、申請地

に２０年以上前に杉桧を植林し、現在に至ることが確認できることから、申請地は

農地以外の用に供され２０年以上が経過している土地であり、非農地証明事務取扱

要領第３条第１項第２号の規定に該当することから、農地ではない旨の証明をして

も差し支えないものと考えます。 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

       番号１、地区 長野、お願いします。 

 

清水委員   １１番清水です。現地の確認をしに行きましたが、どこかわかりませんでした。

もう山林化して見分けがつかん状態です。非農地証明を出してもいいのじゃないか

なと思います。 

  

議  長   農地には見えないということですね。 

   番号１について、地元委員さんから、異議のない旨の発言がありました。 

       皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第９号について、証明することといたします。 
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   次に別冊でお配りしました、議案第１０号 農業経営基盤強化促進法等の一部を

改正する法律（令和４年法律第５６号）附則第５条の規定による農用地利用集積計

画の決定についてです。 

       事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   議案第１０号 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律

第５６号）附則第５条の規定による農用地利用集積計画の決定について、でござい

ます。 

       それでは、資料の１ページ、農用地利用集積計画地区別集計表をご覧ください。 

       各地区別に、下の合計欄で説明をさせていただきます。 

       まず、津地区をご覧ください。 

       田の賃貸借、使用貸借で５２，００７㎡、畑の使用貸借で１，６１４㎡、契約件

数は１５件でございます。 

       河芸地区につきましては、田の賃貸借で４，２６７㎡、畑の使用貸借で２，４８

８㎡、契約件数は２件でございます。 

       安濃地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で２４４，６２２㎡、畑の賃貸

借、使用貸借で３，２１５㎡、契約件数は４７件でございます。 

       芸濃地区につきましては、 田の賃貸借、使用貸借で３０，３７９㎡、契約件数

は５件でございます。 

       美里地区につきましては、田の使用貸借で３，９７９㎡、契約件数は１件でござ

います。 

       香良洲地区につきましては、該当がございませんでした。  

       以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて３３５，２５４㎡、畑の

集積は、賃貸借、使用貸借で７，３１７㎡、合計契約件数は７０件、合計面積は３

４２，５７１㎡となっております。  

 

       次に認定農業者への集積状況でございます。 

       地区別の認定農業者への集積は津地区１１件、河芸地区１件、安濃地区４５件、

芸濃地区３件で合計６０件、合計面積は３０２，７１８㎡でございます。 

       なお、認定農業者への集積率は、件数で８５．７％、面積で８８．３％となって

おります。 

       続きまして、「農地中間管理事業」を利用した案件についてご説明いたします。 

       人・農地プランの作成が要件となっている新規のものについて「農用地利用集積

計画の概要」の該当箇所、今回は３ページにあります１－１１－２の外３件になり、

整理番号の左側欄外にアルファベットの「Ｎ」を記載しています。  

       今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基盤強化

促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第５６号）附則第５条の規定による、

改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えま

す。 

  

       次に、２枚目からの「農用地利用集積計画の概要」でございます。 

       今回の利用集積計画のうち、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の制

限に該当します案件がございますので、ご審議いただくにあたりまして、ご配慮い

ただきますよう、よろしくお願いします。 

       以上で説明を終わります。 
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       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   説明が終わりました。 

       今回の案件のうち、始めに、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与 

の制限に該当する案件について、ご審議をお願いします。 

 

   整理番号３－２、３－３、３－４、３－５、３－６についてです。 

           委員、一時退室をお願いします。 

        

＜ 退  室 ＞ 

 

議  長   この件についていかがでしょうか。 

       ３－２ 該当Ｐ３６ 

       ３－３ 該当Ｐ３７ 

       ３－４ 該当Ｐ３８ 

       ３－５ 該当Ｐ３９ 

       ３－６ 該当Ｐ４０ 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございました。 

       入室してください。 

       

＜ 入  室 ＞ 

 

議  長   それでは、議事参与の制限に該当しない案件につきましてご審議をお願いしま 

      す。皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。これらの案件につきましても適正であると認め、市長に 

      進達することにいたします。 

       次に議案１１号 農地中間管理事業の推進に関する法律 第１８条第３項の規定

による意見書の提出について（賃貸借権、使用貸借）、事務局の説明をお願いしま

す。 

 

事 務 局   議案第１１号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第３項の規定によ

る意見書の提出について（賃貸借権、使用貸借）、でございます。 

 

       ２ページをお願いします。 

       件数は６件、合計面積は２８，２１９．３㎡で、すべて田でございます。 

       意見の提出については、農地中間管理機構は促進計画の対象となる農地であると

きは、農業委員会、市町村へ意見を聴取することとなっています。農業委員会は賃

借権等の設定を受ける者が農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５項第

２号及び３号に規定する「全部効率利用要件」、「農作業常時従事要件」、「農地
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所有適格法人であるか等」の要件を満たしているかを確認し、意見書を提出します。 

       また、市は促進計画の内容が地域計画の達成に資するものとなっているかを確認

し、意見書を提出します。 

       今回提出させていただきました促進計画につきましては農地中間管理事業の推進

に関する法律第１８条第５項第２号及び３号に規定する要件を満たしていると考え

ます。 

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   説明が終わりました。 

       この案件につきましては、議事参与の制限に該当する案件がありませんので、こ

のままご審議をお願いします。 

       皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。この案件につきましては適正であると認め、農地中間管

理機構に意見書として提出することにいたします。 

 

       以上で、本部会に付議されました議案の審議はすべて終了いたしました。 

       これで、第６回第１農地部会を終了いたします。 

 

午前１０時５９分 

    令和６年６月１７日 

 

 

議事録署名者                 

 

 

議事録署名者                   

 


